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　　　　　　医療機関等におけるインフルエンザ対策の更なる徹底について

標記のことについて，今般，県内の医療機関において，入院患者及び職員の間で　　　インフルエンザが集団発生し，入院患者が死亡するという事例が発生いたしました。
つきましては，インフルエンザを含めた院内感染防止対策の更なる徹底が図られるよう，貴課所管施設等に対し周知願います。

なお，万が一，施設内感染の兆候が見られた場合には，速やかに管轄の保健所への

報告が徹底されますよう併せてお願い致します。
【参考資料】

○厚生労働省専用ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html
○医療施設における院内感染対策マニュアル作成のための手引き等

http://www.nih-janis.jp/material/material/Ver_5.0本文070904.pdf
○院内感染対策のための指針案及びマニュアル作成のための手引き

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/index.html
○インフルエンザ施設内感染予防の手引き

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki22.pdf

【問い合わせ先】


　保健予防課　TEL　029-301-3219


　厚生総務課　TEL　029-301-3124








